
量の見込みと教育・保育等の提供区域の設定について

２．教育・保育提供区域の設定
市町村は各事業の量の見込みと確保方策を提供するための区域として、地理的条件、人口、交通事

情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案
して「教育・保育提供区域」を定める必要があるとしています。
これまでの計画では、区域ごとの面積や児童人口に対する施設等の社会資源の数の均衡を考慮した

うえで、「国道163号を境に南北に区割りした２区域」と定めていましたので、第３期の計画にお
いても引き続き２区域に設定します。

１．量の見込みと提供区域について
子ども・子育て支援法では、「市町村子ども・子育て支援事業計画」において、市町村が定める提

供区域ごとに幼児期の教育・保育と地域子ども・子育て支援事業のニーズ量である「量の見込み」と
ニーズ量に対する提供体制・内容・実施時期である「確保方策」を記載することとされています。
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【参考】市内教育・保育施設等配置図



３．地域子ども・子育て支援事業の提供区域の設定
地域子ども・子育て支援事業の提供区域は、教育・保育提供区域と共通の区域設定とすることが基

本とされていますが、利用の実態等に応じて事業ごとに設定することも可能とされています。
第２期計画では、各事業の形態や展開を考慮して区域を設定していましたので、第３期計画におい

ても同様の考え方で提供区域を設定します。
また、第３期計画より新たに提供区域を設定する必要がある事業は、事業展開において地域性を考

慮する必要があるのかを検討のうえ、設定しています。
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NO 事業名 事業概要 提供区域 区域設定の考え方

1 利用者支援事業

子ども及びその保護者等、または妊娠している方がそ
の選択に基づき、多様な教育・保育施設や地域子ど
も・子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、必要
な支援を行う事業です。

全域
地域性を考慮する必要がな
く、市全域で事業展開を行う
ため

2 地域子育て支援拠点事業
主に乳幼児とその保護者が相互の交流を行う場所を開
設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その
他の援助を行う事業です。

全域
地域性を考慮する必要がな
く、市全域で事業展開を行う
ため

3 妊婦健康診査
母子保健法に基づき、妊婦及び胎児の健康増進、妊婦
の生活習慣改善を目的として健康診査を行う事業で
す。

全域
地域性を考慮する必要がな
く、市全域で事業展開を行う
ため

4
乳児家庭全戸訪問事業
（こんにちは赤ちゃん訪問事業）

生後４か月を迎えるまでの乳児がいるすべての家庭を
訪問するとともに、子育て支援に関する情報提供並び
に支援の必要な家庭に対する助言を行い、子育ての孤
立化を防ぐための事業です。

全域
地域性を考慮する必要がな
く、市全域で事業展開を行う
ため

5 養育支援訪問事業
養育支援が特に必要と判断された家庭に対して、保健
師、保育士、ヘルパー等子育て経験者等が、居宅訪問
し、養育に関する助言指導等を行う事業です。

全域
地域性を考慮する必要がな
く、市全域で事業展開を行う
ため

6 子育て世帯訪問支援事業（新規）

養育支援が特に必要と判断された家庭に対して、訪問
支援員が居宅訪問し、当該家庭が抱える不安及び悩み
を傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施す
ることにより、家庭環境及び養育環境を整え、虐待リ
スク等の高まりを未然に防ぐ事業です。

全域
地域性を考慮する必要がな
く、市全域で事業展開を行う
ため

7
子育て短期支援事業（ショートス
テイ・トワイライトステイ）

保護者の疾病等により家庭における児童の養育が一時
的に困難となった場合、経済的な理由により児童を緊
急一時的に保護することが必要な場合等に、児童養護
施設その他の保護を適切に行うことができる施設にお
いて、当該児童を一定期間、養育し、又は保護する事
業です。

全域
地域性を考慮する必要がな
く、市全域で事業展開を行う
ため

8
子育て援助活動支援事業（ファミ
リー・サポート・センター事業）

育児の援助を依頼したい人と協力したい人が会員と
なって、お互いに助け合う（有償）相互援助活動事業
です。

全域
地域性を考慮する必要がな
く、市全域で事業展開を行う
ため

9 一時預かり事業
保護者の疾病等により一時的に保育を必要とする子ど
もに対して一時預かりを実施する事業です。

全域
地域性を考慮する必要がな
く、市全域で事業展開を行う
ため

10 時間外保育事業（延長保育事業）
保育認定を受けた子どもについて、認可保育所や認定
こども園等で、通常の保育時間を超えて延長して保育
を実施する事業です。

２区域
事業の性質上「教育・保育」
の提供区域と同様に設定

11 病児・病後児保育事業

病気や病気回復期の児童で、保護者の就労等の理由
で、保護者が保育できない際に、医療機関等に付設さ
れた専用スペース等で児童を一時的に預かる事業で
す。

２区域

地域性を考慮した事業展開の
必要性があるため、「教育・
保育」の提供区域と同様に設
定

12
放課後児童健全育成事業（放課後
児童クラブ）

児童に対し、適切な遊びと生活の場を提供するととも
に、異なった学年による児童の集団生活を推進し、児
童の健全育成を図る事業です。
市内全13小学校で実施しています。

全域
各小学校区単位で設置するこ
とを基本としつつ、市全域に
おいて事業展開を行うため

12-2 放課後子ども教室
保護者の就労などに関わらず、小学校に通うすべての
児童を対象として、学校の余裕教室等を活用し、体験
型学習などを実施する事業です。

全域
放課後健全育成事業と一体的
に実施する事業であるため、
同様に全域で設定
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【子ども・子育て支援法（抜粋）】
（市町村子ども・子育て支援事業計画）

第61条
２ 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の
整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域（以下「教育・保育提供区域」という。）ご
との当該教育・保育提供区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数（第十九
条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。）、特定地域型保育事業
所（事業所内保育事業所における労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。）に係
る必要利用定員総数（同条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）その他の教育・
保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期

二 教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子ども・子育て支援事業
の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその
実施時期

三 子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する
体制の確保の内容

四 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容

参考


